
[ インストラクターになるには ]

申請資格
●JTDNAコミュニティに参加していること
●インストラクターになるには、理事の推薦状が必要です

会員資格更新について

理事推薦状の取り付け1.

2. 理事推薦状・インストラクターの
申請書・口座依頼書を事務局へ提出

3. 初回月会費（￥5,000）の納入
（二回目以降は口座振替になります）

4. 理事会承認後、正式認定
事務局より会員カード発行

●当協会の事業運営に関わり、正会員の指導、地域の PL事故  
　予防に貢献していただくことが条件です。
●当協会の取説検証プログラムや PL対策チェックプログラム
　などを、スキル状況をみて一部使用することができます。

＜理事推薦基準＞
1. テクニカルデザイナー・PLアドバイザーの中で、一年間通して当協会の事業活動に積極的に関わった方
2. 人格的にも技術的にも当協会の PL対策普及に貢献された方
3. 月会費を払うことを承諾された方

振替手続きができない場合は、翌月 2ヶ月分の会費を振り替えさせていただきます。

2ヶ月連続して振替の出来ない場合は、その後の口座振替を中止いたします。
この場合は、JTDNA指定の口座へ「3ヶ月分の会費」をお振込みください。
※今までの口座は凍結されるため、改めて「口座復活手続き」を行う必要があります。

3ヶ月連続して振替不能の場合は、一般会員となります。
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2.

3.

本人の資格停止等のお申し出がなければ自動的に更新されます。
(毎年 6月 1日が更新日となります )
※資格停止、または取消しをご希望の場合は、更新2ヶ月前までにお申し出ください。

口座振替注意事項
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